
平成 30 年度事業計画 
（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日） 

 

1. 奨学金給付事業 

（1）選考 

 3 月下旬までに 各高校・大学・大学院へ募集要項等書類発送 

 4 月 2 日（月） 募集開始 

 5 月 15 日（火） 応募書類締め切り 

 5 月下旬～6 月初旬 書類審査 

 6 月中旬～6 月下旬 面接 

 7 月初旬 選考委員会の開催、奨学金給付者の決定 

 7 月中旬 選考結果の通知 

 7 月 25 日（水） 初回振込予定 

 

（2）奨学金の給付（予定） 

 新規奨学金給付採用予定学生数（大学・大学院生） 20 名程度   1 名月額 20,000 円 

※長崎県出身及び長崎県内大学等在籍者 10 名程度 

※鳥取県出身及び鳥取県内大学等在籍者 10 名程度 
【ご参考】 

Ａ：継続奨学金給付学生 

 平成 29 年度第 1・2 期継続奨学金給付学生予定人数 21 名 
⇒平成 29 年度在籍学生 29 名中、大学院 2 年 8 名が平成 30 年 3 月で卒業 

Ｂ：新規奨学金給付学生 

 平成 30 年度第 3 期新規奨学金給付学生 20 名程度 

 Ａ+Ｂ＝平成 30 年度在籍者 40 名 
          

合計 40 名 960 万円（年間） 

＜ご参考＞平成 29 年度在籍学生 29 名 696 万円（年間） 

 

（3）奨学生指導のための研修会 

 平成 30 年 8 月に開催予定 

平成 30 年度に当法人に在籍する奨学金給付学生を対象に奨学生を指導のための研修

の機会を持つ 

 

2. 理事会・評議員会の開催（予定） 

（1）平成 30 年 5 月中旬  理事会 （平成 29 年度事業報告・計算書類等承認） 

（2）平成 30 年 6 月初旬  評議員会 （平成 29 年度事業報告・計算書類等承認） 

（3）平成 30 年 10 月上旬 理事会 （平成 30 年度中間事業報告：書面報告） 

（4）平成 31 年 3 月上旬  理事会 （平成 31 年度事業計画・予算等承認） 

（5）平成 31 年 3 月下旬  評議員会    （平成 31 年度事業計画・予算等承認） 

以上 


